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田辺市農業委員会議事録 

令和６年４月１０日（水）午後２時 田辺市文化交流センターたなべる ２階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１９名 

１番 山崎 清弘  ２番 田中 輝勇  ３番 鈴木 一弘  ４番  中嶋 正行 

 ５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司  ７番 谷本 喜久  ８番 谷口 浩司 

９番 坂本 隆英 １０番 瀧川 裕司  １１番 岡 潔  １２番 玉置 伸  

１３番 上森 力  １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １６番 川井 洋之  

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者                     

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 松平忠敏 事務員 近藤祐斗 

会議録署名委員 ２番 田中 輝勇 １８番 松本 平男 

     

議    長   皆さんこんにちは、一昨日、みなべの島ノ瀬ダムに桜の花を観賞に行って

きたんですけども、風が強くて、桜吹雪の中を観賞してきました。随分と

暖かくなったものでございます。ところで、先月の２０日から２１日にか

けて、この我々の地方で雹が降りました。そのことによって、旧田辺市と

みなべ町を合わせたほぼ全域で、その被害が確認されまして、上富田町を

含めて大体４億円近い損害があるであろうと、県の方で発表があったとこ

ろでございます。今年は凶作であるということからすると、ダブルパンチ

を受けた格好になりますけども、まだ収穫を終えるまでには、台風がひょ

っとしたら来るかもしれないし、それからヒメヨコバエも若干飛んでおり

ますし、カメムシなども発生しているようで、これから気の抜けない状態

になると思います。また、梅だけでなくて、他の作物にも被害がなければ

いいなとそういう風に思っております。それからもう一つ、相続登記の関

係なんですけども、今年の４月１日から相続登記が義務化されたというこ

とで、皆様もご存じだと思うんですけども、これは、相続時に登記がなさ

れていないということで、全国的にも、公共事業の用地買収、それから災

害の復興事業がなかなか進まないようで、その土地、農地だけではないん

ですけども、いろんな土地を含めて２４％程度が相続されていない、所有

者が不明という状態になっております。そういうことで、不動産登記法が

改正されたんですけども、このことによって、土地の所有者が死亡して、

相続しなければならないことを本人が知った日から、３年以内に相続登記

をしなければならないということが決められております。正当な理由がな

く、相続登記の申請をしなかった場合は、１０万円以下の過料が課せられ

ると、そういうことになるようです。我々農業委員会も、農地の貸し借り

とか、売買、そのことには少なからず影響してくると思いますので、ご近

所の方とか、周辺に該当する方がおられましたら、情報を伝えておいてい

ただければありがたいなと思います。さて、４月の田辺市の人事異動で、

農林水産部長、並びに農業振興課で異動がありましたので、蝉課長の方か

らご紹介をお願いします。 

農振課蝉課長   （異動のあった職員を紹介） 
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議    長   はい、ありがとうございました。 

         （農林水産部長、農業振興課職員退室） 

議    長   それでは進めさせていただきます。最初に農用地利用集積計画の合意解約

の報告と、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利

用権の設定について、並びに所有権移転について申出がありますので、併

せて事務局から説明をお願いします。 

農振課 山﨑   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、１，１９６㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は令和６年３

月７日です。２番、○○○字○○○○、畑、１，３６８㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は令和

６年３月７日です。３番、○○○字○○○○、畑、２，３８５㎡、他１筆、

合計３，７７０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の合意解約をした日は令和６年３月７日です。４番、○○○字○

○○○、畑、３，３１２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の合意解約をした日は令和６年３月８日です。続きまし

て、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権設

定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、１，

４３５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の梅、年間２，０００円、持参払い、期間は令和６年５月１日から令和

１２年４月３０日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑、１，２３６

㎡、他３筆、合計２，３５３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の梅・ビシャコ、期間は令和６年５月１日から

令和１２年４月３０日の更新です。３番、○○○字○○○○、畑、２２９

㎡、他４筆、合計１，３７０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は令和６年５月１日から令和１２

年４月３０日の更新です。４番、○○○字○○○○、畑、２，１４５㎡、

他５筆、合計６，５２８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲・梅・ゴマ、期間は令和６年５月１日から令和

２１年４月３０日の更新です。５番、○○○字○○○○、田、１５５㎡、

他７筆、合計３，５４１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲、期間は令和６年５月１日から令和９年４月３

０日の新規です。６番、○○○字○○○○、畑、９４３㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６

年５月１日から令和１２年４月３０日の更新です。７番、○○○字○○○

○、畑、４３１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は令和６年５月１日から令和１０年５月３１日の

更新です。８番、○○○字○○○○、田、３６０㎡、他２筆、合計１，８

１３．８５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲・野菜・いちご、期間は令和６年５月１日から令和１０年

５月３１日の更新です。９番、○○○字○○○○、畑、１，５５１㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、
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期間は令和６年５月１日から令和１２年４月３０日の更新です。１０番、

○○○字○○○○、畑、２，７３０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借のみかん、年間３０，０００円、口座払い、

期間は令和６年５月１日から令和１６年４月３０日の新規です。１１番、

○○○字○○○○、畑、３，０５３㎡、他２筆、合計３，９５５㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は令和６年５月１日から令和１６年４月３０日の新規です。１２番、○○

○字○○○○、田、２７６㎡、他４筆、合計４，３０３㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲・ゆず・ぶど

う山椒、期間は令和６年５月１日から令和１１年４月３０日の新規です。

１３番、○○○字○○○○、田、１，５２３㎡、他２筆、合計２，０４４

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

水稲、期間は令和６年５月１日から令和１６年４月３０日の新規です。合

計１３件、４２筆、３２，９９７．８５㎡、貸し手１１名、借り手７名で

す。続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に

よる所有権移転について説明させていただきます。１番、○○○字○○○

○、畑、１，１４７㎡、他１筆、合計７，４９８㎡、売り手は○○○、○

○○○、買い手は○○○、○○○○、利用目的は梅、対価は５００万円、

支払方法、支払期限は持参払い、令和６年４月２３日、所有権移転の時期

は令和６年４月２３日です。合計１件、２筆、７，４９８㎡、売り手１名、

売り手１名です。以上、ご審議よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、合意解約についてご意見ご質問

ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   はい、それでは報告とさせていただきます。続きまして、利用権の設定に

ついて逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の○○君は専業農家で、面積も大々的にされてい

る方で、契約も更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番、３番、更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。新規ですが、○○さんは若いので頑張ってくれると思い

ます。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これも更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番について、更新ですので異議ございません。８番に

ついては、借り手の○○○○の方は、周辺農地をいろいろ借りて、野菜、

梅等を広範囲でされている方です。異議ありません。９番は○○○○の畑

ですが、○○○○の方が借りており、大々的に農業をされている方です。



4 

 

異議ございません。 

議    長   はい、１０番 

○○番 委員   ○○番○○です。この畑は、○○さんの自宅に隣接しておりまして、以前

は別の方が借りていたんですが、今回から○○さんが借りることになりま

す。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番、１３番について、二人とも専業で農業をがんば

っているということで、異議ありません。 

議    長   はい、以上１３件、異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、所有権移転

の申出について逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんで成立した案件ですので異議ございません。 

議    長   はい、以上１件、異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、基盤法に係る議

案は終了いたしました。山﨑君、ありがとうございました。 

         （農振課 山﨑退席） 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日欠席委員さんはご

ざいません。全員出席でございます。本日の会議録署名委員に、２番田中

輝勇委員さん、１８番松本平男委員さんよろしくお願いをいたします。本

日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号農地法第

５条申請について、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の

証明願について、議案第４号農地等売渡あっせん申出について、報告第１

号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農地法施行規則第５３条

第１項第１４号による協議について、報告第３号事業計画変更申請（農地

法施行規則第５３条）について、報告第４号農地使用貸借契約の合意解約

通知についてを上程させていただきます。それでは議案第１号農地法第３

条申請について、事務局の説明をお願いします。 

近藤 事務員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、贈与です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１，６００㎡、他４筆、合計４，４８６㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借１１年間設定、経営

移譲です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１，９７０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記
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簿、現況共に畑、面積は６，０２８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、売買です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は８６６㎡、他１筆、合計１，１９６㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。６番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１０

９㎡、他１筆、合計１２２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は９２６㎡、譲渡人は○○○、○○○○（持分

５分の１）、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。８番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は６８４㎡、他４筆、

合計４，２４３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、贈与です。以上８件ついて書類を審査したところ、常時従事、全部耕

作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件には該

当していませんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。ご審

議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の譲受人の○○さんは認定農業者で大変若い方です。

今回、この１８㎡の農地が贈与に至った経過ですが、自己所有の農地と、

一体として利用するため取得するとのことで異議ございません。２番につ

いては、親子関係であり、経営移譲ですので、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先月あっせん成立した案件です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。姉から維持管理している弟への贈与で異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請８件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第５条申請について事務局の説明をお願います。 

松平  係長   ４ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は４

１８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は駐車場１１台、４１８㎡、着工日、工事期間は許可日より６

ヶ月以内、農用地の内外は令和６年２月１３日抜きとなっています。隣接
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同意は不要です、水利同意はございます。この土地は宅地と道路に囲まれ

た小集団の農地で第２種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１２６㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場５台、１

２６㎡、着工日、工事期間は許可日より３ヶ月以内、農用地の内外は平成

９年２月５日抜きとなっています。隣接同意は不要です、水利同意はござ

います。この土地は河川と宅地、道路に囲まれた小集団の農地で第２種農

地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

畑、面積は３５８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟、１１９．２５㎡、駐車

場等２３８．７５㎡、合計３５８㎡、着工日、工事期間は許可日より１２

ヶ月以内、農用地の内外は令和５年６月１９日抜きとなっています。隣接

同意、水利同意はございます。この土地は河川と宅地、道路に囲まれた小

集団の農地で第２種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が山林、現況が畑、面積は１７７㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟、６６．２４㎡、

駐車場等、１１０．７６㎡、合計１７７㎡、着工日、工事期間は許可日よ

り１２ヶ月以内、農用地の内外は用途外となっています。隣接同意、水利

同意は不要です。この土地は都市計画用途地域内（第一種中高層住居専用

地域）にありますので、第３種農地です。５番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は３００㎡、他５筆、合

計１，５２１．０４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は駐車場２６２㎡、芝生広場等９５０．０４㎡、

ドッグラン３０９㎡、着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用

地の内外は令和５年１０月２０日抜きとなっています。隣接同意はござい

ます、水利同意は不要です。この土地は過疎化の山村区域にある小集落の

農地で第２種農地です。以上５件につきまして、申請書、添付書類を審査

しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しないと

判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。４月８日に○○委員、事務局とともに現地調査を行いま

した。今回は、５条５件、２条１件、合計６件の現地調査を行ってまいり

ました。それでは、５条申請について説明します。１番、申請場所は○○

○○より北西へ約３００ｍの位置で、現況は休耕田です。隣接状況及び周

囲への影響については、東側が宅地、西側が市道、南側が宅地、北側が県

道となっています。○○水利組合及び○○水利組合の同意ももらっており

ます。転用理由、選定理由は、譲渡人は農地の整理・規模縮小を考えてい

たところ、この度、自動車整備販売業を営む譲受人との話がまとまり、駐

車場用地に転用するものです。転用内容は、駐車場（１１台分）、盛土につ

いては５３ｃｍから５７ｃｍ、排水等については、雨水は自然浸透とする

とのことです。何ら問題ないと思われます。２番、申請場所は○○○○よ
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り北へ約２００ｍの位置で、現況は休耕畑です。隣接状況及び周囲への影

響については、東側が県道、西側が河川、南側が市道、宅地、北側が河川

となっています。○○水利組合及び○○水利組合の同意ももらっておりま

す。転用理由、選定理由は、譲渡人は農地の維持管理に不安を感じ、農地

の整理を考えていたところ、この度、不動産業を営む譲受人との話がまと

まり、駐車場用地に転用するものです。転用内容は、駐車場（５台分）、盛

土については３０ｃｍから７０ｃｍ、排水等については、雨水は自然浸透

とするとのことです。何ら問題ないと思われます。３番、申請場所は○○

○○より東へ約７００ｍの位置で、現況は畑です。隣接状況及び周囲への

影響については、東側が田、里道、西側が宅地、南側が畑ですが貸人の所

有地、北側が宅地、県道となっています。隣接同意はもらっており、○○

水利組合及び○○水利組合の同意ももらっております。転用理由、選定理

由は、貸人と借人は親子です。借人は居宅建築のため、実家付近で適地を

探していたところ、この度、話がまとまり、住宅用地として転用するもの

です。３０年間の土地使用貸借契約です。転用内容は、住宅（１棟）、庭・

駐車場等で、盛土については５０ｃｍ、排水等については、合併処理後、

雨水とともに北側県道側溝へ放流するとのことです。何ら問題ないと思わ

れます。４番、申請場所は○○○○より北東へ約１００ｍの位置で、現況

は畑です。隣接状況及び周囲への影響については、東側が市道、西側が畑

ですが貸人所有地、南側が宅地、北側が宅地となっています。水利同意は

不要です。転用理由、選定理由は、貸人と借人は義理の親子関係です。借

人は居宅建築のため、住環境が良い適地を探していたところ、この度、話

がまとまり、住宅用地として転用するものです。期間の定めのない土地使

用貸借契約です。転用内容は、住宅（１棟）、庭・駐車場等で、切土盛土な

し、排水等については、合併処理後、雨水とともに東側市道側溝へ放流す

るとのことです。何ら問題ないと思われます。５番、申請場所は○○○○

より北へ約３００ｍの位置で、現況は休耕田です。隣接状況及び周囲への

影響については、東側が県道、西側が山林、南側が田、里道、北側が宅地、

水路となっています。隣接同意はもらっており、水利同意は不要です。転

用理由、選定理由は、譲渡人は相続により取得しましたが、農業従事者で

はないため、農地の整理を考えていたところ、この度、駐車場・ドッグラ

ン用地等として転用するものです。転用内容は、駐車場・ドッグラン・休

憩施設（芝生広場）で、整地のみ、排水等については、雨水は自然浸透と

するとのことです。何ら問題ないと思われます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番、３番について、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員さんの報告のとおり異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 
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議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請５件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明を

お願いします。 

松平  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が宅地、面積は８４㎡、他１筆、合計９２．８２㎡、

申請人は○○○、○○○○です。以上１件、ご審議の程よろしくお願いし

ます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。２条の案件について説明します。申請場所は○○○○よ

り南西へ約８００ｍにあり、現況は宅地です。隣接状況及び周囲への影響

については、東側が市道、西側が畑、南側が畑、宅地、北側が市道となっ

ています。非農地となった経緯、理由について、申請地は、平成１４年頃

から耕作しておらず、その後、倉庫が建築され、現在に至っていますとい

うことです。近隣住民及び地元農業委員の証明もあり問題ないと思われま

す。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査の代表委員の説明通りで、異議ございません。 

議    長   議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件、異議な

しとのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号農地

等売渡あっせん申出について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ７ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は１，６６２㎡、他１筆、合計２，５８１㎡、

作物はみかん、１０アール当たりの収穫量は５，５００㎏、希望価格は５

５０万円、所有者は○○○、○○○○です。以上１件、ご審議の程よろし

くお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。この売渡人の○○さんは現在一人で耕作をされておりま

して、高齢になったので売りたいということでございます。畑の状況です

けども、幅２ｍくらいの道路を挟んで、２筆が上下に分かれておるという

ことで、南向けで、管理が大変行き届いている農地です。スプリンクラー

やモノラックはあります。この畑は、やや傾斜がある程度でいい畑だと思

います。 

議    長   それでは議案第４号農地等売渡あっせん申出１件につきまして、あっせん

することにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 
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議    長   ないようですのであっせんすることに致します。それではあっせん委員さ

んを私の方から指名させてもらってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは１番は○○○○の案件ですので、○○委員さん、○○委員さん、

○○委員さんの３名にお願いします。以上、あっせんについて、委員さん

方大変ご苦労ですが、よろしくお願いします。続きまして、報告第１号農

地等売渡あっせん成立について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ８ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は５，１１５㎡、他１筆、合計６，６７１㎡、

売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は令和６

年３月９日、価格は４５０万円です。あっせん委員は○○○○委員さん、

○○○○委員さん、○○○○委員さんです。２番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，６７５㎡、他１筆、合

計２，７８２㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、

成立日は令和６年３月１０日、価格は２７０万円です。あっせん委員は○

○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さんです。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１５３

㎡、他１筆、合計２，４５３㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○

○○、○○○○、成立日は令和６年３月１２日、価格は３６７万９，００

０円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員で

す。以上３件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それではあっせんの顛末についての報告を

お願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の畑については、３月９日に○○○○の○○さん宅

で、３人の委員と○○さんとで話をしてあっせんが成立しました。○○さ

んは、青年で認定農業者として○○○○でみかんを手広くされており、地

域の担い手でもございます。２番の畑ですが、今回買われる○○さんも、

○○さんと同様に若い方で、認定農業者でみかんの栽培を行っており、地

域の担い手として頑張っておられます。３月１０日に○○さん宅で、私を

含めた３人の委員と、売り手の○○さんと話を行いあっせんが成立しまし

た。以上です。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３月１２日に私と○○委員、○○委員さんにも出席して

いただいて、売り主の○○さん、買主の○○さんと○○○○で話し合いを

行いました。○○さんは認定農業者で、○○さんの畑と隣接しているとい

うことで、話がまとまりました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。委員さんご苦労様でした。只今の報告につ

いて、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので農地等売渡あっせん成立の報告とさせていただきます。  

続きまして、報告第２号農地法施行規制第５３条第１項第１４号による協

議について、事務局の説明をお願いします。 
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松平  係長   ９ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は１，１９６㎡の内２７７．５９㎡、他１筆、

合計１，３３０㎡の内４１２．３０㎡、賃貸人は○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は６５４㎡

の内１２９．７８㎡、賃貸人は○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１６４㎡の内１６４．７５

㎡、賃貸人は○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に田、面積は１８４㎡の内１８４．２２㎡、他１筆、合計

６４０㎡の内６４０．３７㎡、賃貸人は○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４６４㎡の内４６

４．４４㎡、他１筆、合計７３１㎡の内７３２．２２㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、鉄塔工事敷地、鉄塔用地、仮設道

路です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。続きまして、報告第３号事

業計画変更申請（農地法施行規則第５３条）について、事務局の説明をお

願いします。 

松平  係長   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が雑種地、面積は２６０㎡の内２８．２９㎡、他２筆、

合計９３８㎡の内８５５．９１㎡、当初計画は○○○、○○○○、事業内

容は鉄塔工事用地６３４．８４㎡、鉄塔作業用地１９２．７８㎡、合計８

２７．６２㎡、工事期間は、令和５年８月１日から令和６年３月３１日ま

でです。変更後の計画は、賃借人は変更なしで、事業内容は鉄塔工事用地

６６３．１３㎡、鉄塔作業用地１９２．７８㎡、合計８５５．９１㎡、工

事期間は、令和５年８月１日から令和６年７月３１日までです。理由は、

協議終了後、工事を進めていく中で、新設する鉄塔場所の地盤が想定以上

に軟弱であり、補強工事の必要があるため、面積を２８．２９㎡増加し、

工事期間を当初の８ヶ月から１２ヶ月に変更を行うものです。以上１件、

ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。続きまして、報告第４号農

地使用貸借契約の合意解約通知について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は８，０９３㎡、他２０筆、合計２０，７２

９．５８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸

借の合意解約をした日は令和６年３月７日です。理由は親子で使用貸借契

約を締結し、経営移譲年金を受給していたが、後継者が県外に移住し農業

経営を行えなくなるため、合意解約を行う。以上１件、ご報告申し上げま
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す。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。それではその他の案件でご

ざいます。３月の県の農業会議に提出致しました５条申請１件が無事答申

されましたことご報告申し上げます。予定しておりました案件すべて終了

しましたが、皆さん方から、何かございませんか。無ければ、事務局から

報告があればお願いします。 

松平  係長   （令和６年度最適化活動の目標の設定等について説明） 

議    長   只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので、最適化活動の令和６年度については、この内容で進め

てさせていただくということでご理解いただけますか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。他に何かありますか。 

近藤 事務員   （田辺市の賃借料情報について説明） 

松平  係長   （能登半島地震義援金について報告） 

岡内  局長   （地域計画作成に係る３月定例委員会後の経過について説明） 

松平  係長   （地域計画の素案の作成のスケジュールについて説明） 

議    長   毎回、地域計画のことで時間を取っていただいて申し訳ないと思います。

今回も長引いたんですけども、慎重にご審議いただきまして有難うござい

ます。以上で今日は終わりたいと思います。 

 

午後４時１６終了 


